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規    則 

那覇市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則（市民生活安

全課） 

那覇市規則第49号  

平成28年10月12日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市 IT 創造館条例施行規則の一部を改正する規則（商工農水課） 

那覇市規則第50号  

平成28年10月17日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市IT創造館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 27 年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） 

那覇市告示第 250 号  

平成 28年 10月 11日  

掲 示 済  

 

 

平成 27年度決算に基づく健全化判断比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成 27

年度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度決算に基づく健全化判断比率                          （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

健全化 

判断比率 
－ － 13.2 93.7 

(注) 実質赤字比率、連結実質赤字比率の欄において「－」と表記されている場合、
実質赤字額、連結実質赤字額がないことを表している。 

 

(参考)                              （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化

基準 
11.25 16.25 25.0 350.0 

財政再生 

基準 
20.00 30.00 35.0  

(注) 早期健全化基準：４指標のうち１つでも、健全化判断比率がこの基準以上とな
った場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画
的に財政の健全化に取り組むことになる。 

(注) 財政再生基準：将来負担比率を除く３指標のうち１つでも、健全化判断比率
がこの基準以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、
国等の監督の下、確実な財政再建に取り組むことになる。 
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平成 28 年（2016 年）10 月那覇市議会臨時会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 264 号  

平成 28年 10月 18日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年（2016年）10月那覇市議会臨時会の招集について 

 

 

平成 28年（2016年）10月那覇市議会臨時会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日   平成 28年 10月 27日（木） 

 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 

 

３ 付 議 事 件 名 

(１) 平成 28年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算(第２号) 

(２) 工事請負契約について 

(城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事(建築)) 

（３） 専決処分の報告について(学校事故) 

（４） 専決処分の報告について(市道真嘉比山川線街路樹の民地への侵入根による

排水管のつまり） 
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平成 27 年度決算に基づく資金不足比率の公表について（上下水道局

総務課） 

那覇市告示第 265 号  

平成 28年 10月 18日  

掲 示 済  

 

 

平成 27年度決算に基づく資金不足比率の公表について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第１項の規定により、平成 27

年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度決算に基づく資金不足比率          （単位 ： ％） 

会計区分 資金不足比率 経営健全化基準 

  那覇市水道事業会計 ― 
20.0  

  那覇市下水道事業会計 ― 

        

 （備考） 各会計の資金不足比率の欄において、「―」が表記されている場合

は、資金の不足額が発生していないことを表す。 

 

 

市税に関する申告期限等の指定について（納税課） 

那覇市告示第 266 号  

平成 28年 10月 20日  

掲 示 済  

 

 

市税に関する申告期限等の指定について 

 

 

那覇市税条例(昭和47年那覇市条例第80号)第18条の２第１項の規定に基づき、

市税に関する申告期限等の延長について(平成 28年４月那覇市告示第 92号)におい

て別途那覇市告示で定めることとされている期日は、その期限が平成 28 年４月 14

日から平成 28年 11月 29日までの間に到来するものについて、平成 28年 11月 30

日とする。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 

那覇市告示第 278 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成 28 年８月 23 日付けで専決処分を行った平成 28 年度那覇市一般会計補正予

算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市一般会計補正予算(第３号) 

 

 

平成 28年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 167,688千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 143,491,871千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成 28 年度那覇市一般会計補正予算(第４号)（財政課） 

那覇市告示第 279 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成28年(2016年)９月那覇市議会定例会で議決された平成 28年度那覇市一般会

計補正予算(第４号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市一般会計補正予算(第４号) 

 

 

平成 28年度那覇市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,669,147千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 145,161,018千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
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平成 28 年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 280 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成 28年（2016年）９月那覇市議会定例会で議決された平成 28年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成28年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成 28年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 458,934千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 52,421,590千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成 28 年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 281 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成28年（2016年）９月那覇市議会定例会で議決された平成28年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成28年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 

平成28年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22,611千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,053,489千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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平成 28 年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）（上下水道局総

務課） 

那覇市告示第 282 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成 28年（2016年）9月那覇市議会定例会で議決された平成 28年度那覇市水道

事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総則） 

第１条 平成 28年度那覇市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成 28年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る 額 

1,058,617千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,235千円、

減債積立金 269,882千円及び建設改良積立金 754,500千円」を「資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額 1,039,405千円は当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額 33,021千円、減債積立金 269,882千円及び建設改良積立

金 736,502千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第 8条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

 

 

平成 28 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第２号）（上下水道局

総務課） 

那覇市告示第 283 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成 28年（2016年）9月那覇市議会定例会で議決された平成 28年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

（総則） 

第１条 平成 28年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成 28年度那覇市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 998,306 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,599 千円、

過年度分損益勘定留保資金 720,773 千円及び当年度分損益勘定留保資金 265,934
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千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 992,887千円は当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,390 千円、過年度分損益勘定留保

資金 715,563千円及び当年度分損益勘定留保資金 265,934千円」に改め、資本的

支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 
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公    告 

 

那覇市消費生活センターについて（市民生活安全課） 

那覇市公告第 344 号  

平成 28 年 10 月７日  

掲 示 済  

 

 

那覇市消費生活センターについて 

 

 那覇市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例第２条の規定により、次

のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称 那覇市消費生活センター 

 

２ 位置 那覇市泉崎１丁目１番１号 

 

３ 消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第８条第２項第１号及び第２号に掲げ

る事務を行う日及び時間 

  月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までとする（正午から午後１時

までを除く）。但し、次に掲げる日を除く。 

（１）土曜日及び日曜日 

         （２）那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和 47 年那覇市条

例第 73号）第７条第１項に規定する職員の休日に当たる日 
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那覇市津波避難ビル機械設備保守点検業務委託契約の制限付一般競

争入札の実施について（総務課） 

那覇市公告第 355 号  

平成 28年 10月 14日  

掲 示 済  

 

 

那覇市津波避難ビル機械設備保守点検業務委託契約の制限付一般競争入札

の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則（平成 26年那覇市規則第 59号。

以下「契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  那覇市津波避難ビル機械設備点検業務委託 

（２）履行場所  那覇市津波避難ビル（那覇市松山２丁目 22番１号） 

（３）業務内容  那覇市津波避難ビル機械設備点検業務委託仕様書による 

（４）契約期間  契約締結日から平成 31年３月 31日 

（５）長期継続契約 

この入札にかかる契約は、那覇市長期継続を締結することができる契

約を定める条例（平成 21年那覇市条例第 14号）第２条第２号の規定に

基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した年度の翌年度以降に

おいて、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で、契約を

締結又は継続するものであり、当該契約にかかる支出予算の減額又は削

除があった場合には、本契約を変更又は解除することができるものとす

る。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格を全て満たさなければならない。 

（１）那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく建設業者格付

名簿、又は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託競争入札参加者資格等に

関する要綱第５条第１項に規定する制限付一般競争入札参加資格者名簿に登

録されていること。 

（２）冷凍機械責任者及び冷媒回収技術者の資格、その他機械設備点検に必要な

資格を有する者がいること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 
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（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所(以下「営業所等」という。)のい

ずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要件

は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営業

所等認定基準(平成 23年 12月５日付総務部長決裁)による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 

（９）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基

づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（10）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項の規定する者

に該当しないこと。 

（11）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（12）那覇市暴力団排除条例(平成24年那覇市条例第２号)第２条第１項第１号に

規定する暴力団又は、同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又

は関係していないこと。 

（13）その他市長が認める条件 

 

３ 入札説明会 

（１）日  時  平成 28年 10月 21日（金） 

午前 10時 30分受付開始  午前 11時 00分説明開始 

（２）場  所  那覇市松山２丁目 22番１号 

那覇市津波避難ビル 

※駐車場はございません。 

 

４ 質問及び回答 

（１）質問期間  平成 28年 10月 21日（金）から平成 28年 10月 25日（火） 

（２）質問方法  質問書（市様式）を那覇市総務部総務課市民防災室宛てに電

子メールで提出すること。 

※電話、口頭による質問対応は受け付けておりません。 

（３）回答方法  平成 28 年 10 月 27 日（木）までに仕様書の配布の受付を行

った全事業者宛てに電子メールで回答する。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

（１）日  時  平成 28年 11月１日（火） 

午前 10時 30分受付開始  午前 11時 00分入札開始 

（２）場  所  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 
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７ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除することができる。 

 

８ 契約保証金 

那覇市契約規則第 30条第１項第９号に基づき免除する。 

 

９ 落札決定後提出書類（落札者のみ提出） 

落札者は、指定された期日までに下記提出書類を、那覇市総務部総務課市民

防災室まで持参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）最低賃金遵守の誓約書（市様式） 

（９）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格の証明の写し 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とする。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市 総務部 総務課 市民防災室 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-861-1102 
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住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 

那覇市公告第 363 号  

平成 28年 10月 19日  

掲 示 済  

 

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇広域都市計画道路事業の事業認可に係る縦覧について（市街地整

備課） 

那覇市公告第 364 号  

平成 28年 10月 19日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業認可に係る縦覧について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 62条第１項の規定による都市計画事業

の図書の写しの送付を受けたので、同条第 2項及び同法施行規則第 49条の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

 （１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

 （２）名称 ３・６・那１号 旭橋崇元寺線 

 

２ 施行者の名称  那 覇 市 

 

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目１番１号 

 

４ 事業地の所在 

（１）収用の部分 なし 

（２）使用の部分 なし 

 

５ 事業施行期間 平成 28年 10月 14日から平成 30年３月 31日まで 

 

６ 縦覧場所及び縦覧期間 

 （１）場所 那覇市都市計画部市街地整備課 

 （２）期間 平成 28年 10月 19日～平成 30年３月 31日 
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平成 29・30 年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請

の受付について（法制契約課） 

那覇市公告第 389 号  

平成 28 年 11 月１日  

 

 

平成29・30年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付

について 

 

 

 平成29・30年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付を次

のとおり行います。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札参加資格 

（１） 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２） 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認め

られた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（３） 建設工事については、建設業法第３条に規定する建設業の許可を受けて

いる者であること。また、同法第27条の23に規定する経営事項審査を受

けている者であること。 

（４） その他市長が定める入札参加資格要件を満たしている者であること。 

 

２ 受付期間 

（１） 市内・市外業者 

 平成28年12月５日（月）～平成28年12月22日（木） 

      午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

（ただし土曜日、日曜日を除く。） 

（２）県外業者  

平成29年１月10日（火）～平成29年１月20日（金） 

      午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

（ただし土曜日、日曜日を除く。） 

 

３ 受付場所 

総務部法制契約課（市役所５階） 

※受付は全て持参の上、面談審査になります。 

（郵送による受付は、いたしません。） 

 

４ 提出書類等 

    競争入札参加資格審査の提出要領によります。 

     ※申請書及び提出要領は、那覇市ホームページからダウンロードしてくだ

さい。 

     ＵＳＢメモリを用いたデータ提出があります。 
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５ 問い合わせ先 

    総務部法制契約課工事契約グループ 

  電話番号 直通 098－951-3253 

 

 

 

上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 33 号  

平 成 2 8 年 1 0 月 ５ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第 16条第３項の規定に基づき、次のとおり指定工事店の取消し

を告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

      指定（登録）番号  第 348 号 

      指定工事店名    健総設備 

      営業所所在地    南城市大里字仲間 1010番地３  

代表者名      城間 健栄 

取消し日       平成 28年９月 16日 

      取消し理由      従業員の減少 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 34 号  

平 成 2 8 年 1 0 月 ５ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４項の規定に基づき、次のとおり異動

があるので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

指定（登録）番号  第 259 号 

      指定工事店名    株式会社 アサヒプラント 

      営業所所在地    那覇市小禄２丁目８番地 10 

代表者名      中本 宏 

有効期間      自 平成27年４月１日 

                至 平成32年３月31日 

      異動年月日     平成 28年９月 29日 

      異動事由      代表者の変更 
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那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 35 号  

平 成 2 8 年 1 0 月 ５ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10条第１項の規定に基づき、次のとおり新規指定

があったので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

新 規 指 定 

 

指定（登録）番号  第 492 号 

      指定工事店名    与那嶺設備 

      営業所所在地    南風原町字宮城 424番地３  

代表者名      與那嶺 勇 

有効期間      自 平成 28年９月 30日 

                至 平成 33年３月 31日 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 36 号  

平 成 2 8 年 1 0 月 1 3 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４項の規定に基づき、次のとおり異動

があるので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

    指定（登録）番号  第 312 号 

    指定工事店名    株式会社 テクノ工業 

    営業所所在地    沖縄市古謝三丁目 26番 11号 

代表者名      下地 稔 

指定の有効期間   自 平成28年４月１日 

              至 平成33年３月31日 

    異動年月日     平成 28年 10月７日 

    異動事由      営業所所在地の住居表示変更 
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